
23 
 
 

 

5,  
  1
 

竹島問題   
) 文書番号 1237不開示が開示、28頁 
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2) 文書番号 1248,p13    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 文書番号 1787, P13 
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   P38                  ただ先方 
    

 

 

 

 

 

  P58  訓令のライン以上の成果を挙げることを希望した金大使の圧力の結果
であると見られる。 

    P59  金大使がもっと甘い案で大丈夫だというのでそれを信じてしまったと
後で怒ったという情報がある。 

 
 
4) 文書番号 1824, P91～92 (竹島問題)  社会党がいつも政府攻撃の材料に使

う問題でもあるから、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   

  

 
 
 
 


